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獺
學
院
大
聾
神
谷
龍
男
氏
提
出
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

　
學
位
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
著
書
「
國
際
蓮
合
の
安
全
保
障
ー
そ
の
歴

史
と
理
論
－
ー
」
（
有
斐
閣
）
は
、
第
一
部
を
「
國
際
蓮
合
成
立
の
歴
史
」
と
し
、

第
二
部
を
「
國
際
蓮
合
に
お
け
る
安
全
保
障
の
構
造
」
と
し
て
、
國
際
蓮
合
成

立
の
歴
史
と
關
蓮
さ
せ
っ
つ
、
そ
の
安
全
保
障
の
構
造
を
專
門
的
、
腫
系
的
に

究
明
し
た
も
の
で
、
こ
の
種
專
門
的
研
究
の
籔
少
い
著
書
の
一
つ
で
あ
り
、
と

く
に
、
我
國
國
際
連
合
研
究
の
水
準
を
前
進
的
に
劃
し
た
馳
で
高
く
評
贋
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
の
中
で
注
目
す
べ
き
黙
を
具
膣
的
に
の
べ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
部
「
國
際
連
合
成
立
の
歴
史
」
は
、
第
一
章
「
ダ
と
ハ
ー
ト
ン
・

オ
ー
ク
ス
の
提
案
」
、
第
二
章
「
ヤ
ル
タ
會
談
の
意
義
」
、
第
三
章
「
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
會
議
に
よ
る
展
開
ー
と
く
に
憲
章
第
五
一
條
の
挿
入
に
っ
い
て

f
」
よ
り
な
つ
て
い
る
。

　
第
一
部
「
國
際
蓮
合
成
立
の
歴
史
」
全
髄
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
い
い
う
る
こ

と
は
、
外
交
史
の
專
門
家
な
ら
と
も
か
く
と
し
て
、
國
際
法
學
者
と
し
て
、
國

際
法
研
究
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
最
大
限
と
思
わ
れ
る
程
、
廣
く
資
料
に
當
つ

　
　
　
　
神
谷
龍
男
氏
提
出
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

た
勢
作
と
し
て
高
く
許
贋
さ
れ
て
よ
い
ひ

　
と
く
に
、
安
全
保
障
理
事
會
の
表
決
方
法
、
わ
け
て
も
拒
否
灌
設
定
の
脛
緯

に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
明
は
、
他
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
色
で
あ
つ
て
、

こ
れ
ら
は
、
第
一
章
第
二
節
「
安
全
保
障
理
事
會
の
表
決
方
法
を
め
ぐ
る
英
．

ソ
の
論
雫
」
及
び
第
二
章
第
二
節
『
安
全
保
障
理
事
會
の
表
決
問
題
の
決
着
」

で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
安
全
保
障
理
事
會
に
お
け
る
拒
否
権
設
定
と
關
蓮
し
て
、
憲
章
に
例

外
規
定
で
あ
る
第
五
一
條
が
挿
入
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
詳
細
な
脛
緯
に
つ
い
て

は
、
第
三
章
第
二
節
「
地
域
的
取
極
に
關
す
る
審
議
一
及
び
第
三
節
一
チ
ヤ
プ

ル
テ
ペ
ッ
ク
協
定
と
憲
章
第
五
一
條
の
挿
入
」
で
取
り
扱
つ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
國
際
連
合
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
根
本
問
題
を
そ
の
設
立
脛
緯
に

つ
い
て
究
明
し
つ
っ
、
第
二
部
に
お
い
て
、
安
全
保
障
の
理
論
を
展
開
し
て
い

る
。　

本
書
の
重
馳
は
第
二
部
「
國
際
蓮
合
に
お
け
る
安
全
保
障
の
構
造
」
に
お
か

れ
て
い
る
。

　
第
二
部
は
第
一
章
「
安
全
保
障
理
事
會
に
よ
る
安
全
保
障
」
、
第
二
章
「
地

域
的
協
定
及
び
機
關
に
よ
る
強
制
行
動
（
地
域
的
安
全
保
障
）
」
、
第
三
章
「
集

團
自
衛
」
、
第
四
章
「
過
渡
的
安
全
保
障
」
、
第
五
章
「
安
全
保
障
理
事
會
に
よ

る
安
全
保
障
の
限
界
と
所
謂
網
會
強
化
の
決
議
」
よ
り
な
つ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
二
部
全
膣
に
つ
い
て
、
い
い
う
る
こ
と
は
、
我
國
で
は
、
專
門
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
　
（
七
五
一
）
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に
腱
系
的
に
、
國
際
蓮
合
の
安
全
保
障
の
構
造
を
究
明
し
た
唯
一
の
著
書
と
い

つ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
、
各
章
各
節
に
わ
た
つ
て
そ
の
注
目
す
べ
き
馳
を
あ
げ
る
。

　
第
一
章
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
特
色
を
な
す
の
は
、
第
三
節
の
「
暫
定
措
置
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
暫
定
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
蝕
り
研
究
が
な

さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
本
書
は
こ
の
暫
定
措
置
を
、
註
に
お
い
て
、
き
わ
め
て

詳
細
な
事
例
を
付
し
て
解
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
節
「
兵
力
の
使
用
方
法
」

に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
の
う
ち
、
第
一
項
「
特
別
協
定
」
及
び
第
三
項
「
室

軍
部
隊
の
緊
急
利
用
」
に
特
色
が
あ
り
、
第
一
項
「
特
別
協
定
」
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
軍
事
滲
謀
委
員
會
の
中
間
報
告
を
活
用
し
た
新

し
い
研
究
で
、
こ
れ
は
憲
章
で
い
う
第
四
三
條
の
研
究
に
該
當
し
、
こ
れ
と
關

蓮
し
て
、
第
三
項
「
室
軍
部
隊
の
緊
急
利
用
」
が
究
明
さ
れ
、
こ
の
第
三
項
は

憲
章
第
四
五
條
の
研
究
に
該
當
し
、
そ
し
て
、
こ
の
第
四
五
條
の
解
縄
は
非
常

に
難
解
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
四
三
條
と
第
四
五

條
の
關
係
が
不
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
五
條
で
、
安
全
保
障

理
事
會
が
緊
急
利
用
の
た
め
、
加
盟
國
の
國
内
室
軍
割
當
部
隊
を
決
定
す
る
の

は
、
第
四
三
條
の
特
別
協
定
の
締
結
後
か
、
そ
れ
と
も
、
右
特
別
協
定
締
結
の

際
、
こ
れ
と
一
緒
に
決
定
さ
れ
る
の
か
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
、
今
ま

で
こ
の
馳
の
究
明
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
本
書
は
こ
の
黙
に
着

目
し
て
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ま
で
、
な
さ
れ
得
な
か
つ
た
第
四
三
條
と
第
四
五
條
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の
關
係
を
解
明
し
、
特
別
協
定
締
結
の
際
、
こ
れ
と
一
緒
に
室
軍
割
當
部
隊
の

決
定
が
な
さ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
研
究
は
高
く

評
償
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
第
七
節
「
安
全
保
障
理
事
會
の
表
決
方
法
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま

で
本
書
の
如
き
詳
細
に
ま
と
め
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
は
憲
章
第
二

七
條
の
解
羅
に
該
當
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
く
に
そ
の
解
繹
に
困
難
を
き

た
す
の
は
、
棄
権
や
敏
席
の
場
合
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
黒
に
つ
い
て
、

安
全
保
障
理
事
會
の
實
例
に
着
目
し
つ
つ
究
明
し
た
黙
に
特
色
が
あ
る
と
い
え

る
。　

次
に
、
第
二
章
「
地
域
的
協
定
及
び
機
關
に
よ
る
彊
制
行
動
」
い
わ
ば
、
地

域
的
安
全
保
障
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
地
域
的
強
制
行
動

と
し
て
の
集
團
自
衛
行
動
と
地
域
的
強
制
行
動
と
し
て
の
所
謂
敵
國
に
封
す
る

彊
制
行
動
と
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
馳
は
、
こ
れ
ま
で

所
謂
敵
國
に
封
す
る
強
制
行
動
に
つ
い
て
の
研
究
、
す
な
わ
ち
、
第
一
〇
七
條
、

第
五
三
條
一
項
後
段
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
た
め
、
右
の

關
係
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
本
書
は
後
の
第
四
章
第
三
節
「
所
謂

敵
國
に
封
す
る
特
殊
な
過
渡
的
安
全
保
障
」
に
お
い
て
精
緻
な
研
究
が
な
さ
れ

て
い
る
た
め
、
地
域
的
強
制
行
動
と
し
て
の
集
團
自
衡
行
動
と
地
域
的
彊
制
行

動
と
し
て
の
所
謂
敵
國
に
封
す
る
張
制
行
動
と
の
、
國
際
蓮
合
に
お
け
る
安
全

保
障
の
構
造
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
鮎
は
注
目
に
償
す



る
。　

な
お
、
地
域
的
強
制
行
動
と
安
全
保
障
理
事
會
に
よ
る
一
般
的
安
全
保
障
と

の
原
則
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
の
、
憲
章
第
五
三
條
一
項
但
書
の
解
羅
に
つ
い

て
も
、
從
來
全
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
黒
、
す
な
わ
ち
、
李
和
の
脅
威
の
場

合
に
つ
い
て
の
論
及
も
特
に
注
目
に
贋
す
る
。

　
第
三
章
「
集
團
自
衛
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
三
節
「
自
衛
の
統
制
と
第
五

一
條
の
解
羅
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
研
究
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
の
最
も
主
力
の
注
が
れ
、
ま
た
、
國
際
蓮
合
研
究
の
水
準
を
劃
期

的
に
高
め
た
と
い
い
う
る
出
色
の
研
究
は
、
第
四
章
「
過
渡
的
安
全
保
障
」
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に
第
一
〇
六
條
の
過
渡
的
安
全
保
障
の
研
究
は
從
來

皆
無
と
言
つ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
憲
章
解
縄
中
の
最
も
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
第
一
〇
六
條
と
第
一

〇
七
條
及
び
第
五
三
條
一
項
、
後
段
の
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
節
序
説
で

は
、
國
際
蓮
合
に
代
る
過
渡
的
安
全
保
障
（
第
一
〇
六
條
の
共
同
行
動
）
と
所

謂
敵
國
に
封
す
る
特
殊
な
過
渡
的
安
全
保
障
（
第
一
〇
七
條
、
第
五
三
條
一
項

後
段
に
よ
る
彊
制
行
動
）
と
の
、
爾
者
の
過
渡
性
の
究
明
に
注
が
れ
て
い
る
。

第
二
節
で
、
國
際
蓮
合
に
代
る
過
渡
的
安
全
保
障
、
す
な
わ
ち
第
一
〇
六
條
の

共
同
行
動
に
つ
い
て
の
、
き
わ
め
て
精
緻
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

本
書
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
「
な
お
、
第
一
〇
六
條
に
關
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問

題
討
議
の
際
、
シ
リ
ア
代
表
が
安
全
保
障
理
事
會
で
の
べ
た
解
繹
が
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
第
一
つ
六
條
は
、
理
事
會
が
所
謂
侵
略
の
存
在
を
決
定
し
、
ま
た
武

力
行
使
を
含
む
強
制
行
動
の
必
要
を
決
定
し
て
か
ら
後
に
だ
け
、
武
力
行
使
を

含
む
共
同
行
動
を
と
る
こ
と
を
五
大
國
に
許
し
て
い
る
の
だ
と
の
解
繹
で
あ

る
。
こ
の
解
繹
に
よ
る
と
、
五
大
國
の
武
力
行
使
を
含
む
共
同
行
動
は
、
理
事

會
の
武
力
行
使
を
含
む
強
制
行
動
に
代
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
五

大
國
の
共
同
行
動
は
、
理
事
會
が
所
謂
侵
略
の
存
在
を
決
定
し
、
さ
ら
に
こ
れ

に
封
し
て
、
武
力
行
使
を
含
む
彊
制
行
動
の
必
要
を
決
定
し
て
か
ら
後
に
は
じ

め
て
許
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
羅
は
、
過
渡
的
期
間
中
の

理
事
會
の
灌
限
と
五
大
國
の
灌
限
と
の
限
界
を
い
く
ら
か
き
め
て
お
く
こ
と
に

な
り
、
都
合
の
よ
い
黙
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
限
界
の
た
め
に
、
理
事
會
が
所
謂

侵
略
の
存
在
を
決
定
し
、
さ
ら
に
、
武
力
行
使
を
含
む
彊
制
行
動
の
必
要
を
決

定
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
五
大
國
の
共
同
行
動
（
軍
事
行
動
を
含
む
）
が
と

れ
な
い
と
い
う
の
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
實
際
に
侵
略
が
行
わ
れ

て
い
て
も
、
理
事
會
が
右
の
諸
決
定
を
し
な
け
れ
ば
、
五
大
國
の
軍
事
的
共
同

行
動
が
と
れ
な
い
と
嚴
格
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
第
一
〇
六
條
の
お
か

れ
た
趣
旨
を
浸
却
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
理
事

會
の
決
定
が
拒
否
灌
の
た
め
不
成
立
に
な
る
こ
と
が
多
い
黒
を
考
慮
す
れ
ば
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
）
と
の
べ
て
い
る
如
き
は
、
そ
の
例
誰
で
あ
る
。

　
な
お
、
第
三
節
「
所
謂
敵
國
に
封
す
る
特
殊
な
過
渡
的
安
全
保
障

一
も
こ
れ

ま
で
、
き
わ
め
て
籔
少
い
研
究
の
一
つ
で
、
と
く
に
第
一
〇
七
條
の
困
難
な
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
七
五
三
）



　
　
　
　
紳
谷
龍
男
氏
提
出
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

繹
を
含
み
、
第
一
〇
七
條
に
い
う
「
そ
の
行
動
に
責
任
あ
る
政
府
」
の
究
明

は
、
第
五
三
條
】
項
後
段
の
「
關
係
政
府
」
の
究
明
と
と
も
に
、
と
く
に
高
く

評
償
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
が
不
明
確
で
あ
れ
ば
、
第
一
〇
七
條
及

び
第
五
三
條
一
項
後
段
の
解
繹
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
つ
て
よ
い
か
ら
で
あ

る
。　

要
す
る
に
、
第
四
章
に
よ
つ
て
、
二
つ
の
過
渡
的
安
全
保
障
の
、
國
際
蓮
合

の
安
全
保
障
構
造
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
れ

ら
の
鮎
は
解
羅
上
困
難
の
た
め
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
つ
て
も
よ
い
。

　
第
五
章
は
「
安
全
保
障
理
事
會
に
よ
る
安
全
保
障
の
限
界
と
所
謂
総
會
彊
化

の
決
議
（
李
和
の
た
め
の
統
合
決
議
）
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
二
節
の

「
所
謂
総
會
彊
化
の
決
議
」
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
細
な
解
繹
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
國
際
法
外
交
薙
誌
に
の
せ
ら
れ
た
論
文
で
、
そ
れ
を
本

書
で
補
充
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
右
決
議
に
つ
い
て
の
最
初
の
解
鐸
と

い
つ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
纏
會
の
灌
限
と
安
全
保
障
理
事
會
の
権
限
と
の
關

係
が
究
明
さ
れ
、
集
團
自
衛
の
法
理
を
導
入
し
て
右
決
議
の
解
羅
を
試
み
た
も

の
で
、
必
ら
ず
し
も
通
読
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
右
決
議
の
解
羅
に
つ

い
て
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
著
者
は
國
際
蓮
合
に
お
け
る
安
全
保
障
制
度
を
総
括
的

に
研
究
し
、
そ
の
中
で
既
述
の
よ
う
に
多
く
の
未
開
拓
の
分
野
を
開
拓
し
て
い

る
が
、
二
面
そ
の
内
容
に
つ
い
て
反
封
読
を
容
れ
る
飴
地
を
残
す
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
七
五
四
）

ま
た
本
書
の
歴
史
的
敲
述
の
部
分
に
は
若
干
遺
憾
の
鮎
も
あ
る
が
、
そ
の
全
般

を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
著
者
の
學
殖
は
、
法
學
博
士
の
學
位
を
與
え
る
に
充

分
な
も
の
と
認
め
る
。

　
昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十
八
日

　
　
主
査
委
員
　
慶
感
義
塾
大
學
法
學
部
激
授
　
　
　
　
　
　
島
田
　
久
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
學
博
士
　
前
原
　
光
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
同
法
學
博
士
英
修
道


